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三 寒 四 温 の 候 、 皆 様 に お か れ ま し て は 、 ま す ま す ご 清 栄 の こ と

と お 慶 び 申 し 上 げ ま す 。  

1 月 後 半 は 寒 か っ た で す 。 大 学 生 の 4 年 間 、 長 野 に 住 ん で い た

の で 、 寒 さ に は 強 い と 思 っ て い た の で す が 、 こ の 年 に な っ て 寒 さ

が 堪 え る よ う に な り ま し た 。年 の せ い な の か 、慣 れ た の か … (^^;)。 

さ て 、 先 日 、 新 聞 に 『 ク ロ ヨ ン 』 と い う 言 葉 が 載 っ て い ま し た

（ 給 付 付 き 税 額 控 除 の 記 事 中 ） 。 ク ロ ヨ ン と い え ば 、 何 を 思 い 浮

か べ ま す か ？ 富 山 県 の『 黒 部 第 四 ダ ム 』で し ょ う か 。カ タ カ ナ 表 記 だ っ た せ い も あ り 、私 が 思

い 浮 か べ た の は 、所 得 捕 捉 率 で す 。最 近 は『 ク ロ ヨ ン 』な ん て 聞 か な く な り ま し た 。そ れ こ そ

『 ナ ウ い 』 『 ミ ー ハ ー 』 『 バ ッ チ グ ー 』 『 合 コ ン 』 な ど と 一 緒 で 「 死 語 」 で す ね 。  

こ の 所 得 捕 捉 率 『 ク ロ ヨ ン 』 の 意 味 は 、 実 際 の 所 得 の 大 き さ が 10 で あ る と し て 、 課 税 庁 が

捕 捉 で き て い る 所 得 の 割 合 で す 。さ す が の 課 税 庁 も 様 々 な 業 種 の 所 得 の 全 額 を 捕 捉 し て い る わ

け で は あ り ま せ ん 。所 得 の 捕 捉 割 合 は 、業 種 に よ っ て 下 記 の よ う な 差 が あ る と 言 わ れ て い ま す 。 

•  サ ラ リ ー マ ン な ど の 給 与 所 得 は 9
．
割
．
 

•  自 営 業 者 な ど の 事 業 所 得 は 6
．
割
．
 

•  農 業 や 水 産 業 、 林 業 を 営 む 事 業 者 の 所 得 は 4
．
割
．
 

『 9： 6： 4』 で ク ロ ヨ ン で す 。 さ ら に 『 ト ー ゴ ー サ ン ピ ン 』 と い う の も あ り ま す （ パ ソ コ ン で

変 換 が 出 な い (>_<)） 。 こ れ は 、 課 税 庁 の 所 得 の 捕 捉 率 が 次 の よ う に 言 わ れ て い る も の で す 。  

•  サ ラ リ ー マ ン な ど の 給 与 所 得 は 10
．．

割
．
 

•  自 営 業 者 な ど の 事 業 所 得 は 5
．
割
．
 

•  農 業 や 水 産 業 、 林 業 を 営 む 事 業 者 の 所 得 は 3
．
割
．
 

•  政 治 家 の 所 得 は 1
．
割
．
 

『 10： 5： 3： 1』 で 『 ト ー ゴ ー サ ン ピ ン 』 で す 。 政 治 家 は 「 1」 で す ！ ひ ど い 話 で す 。  

『 ク ロ ヨ ン 』に し て も『 ト ー ゴ ー サ ン ピ ン 』に し て も「 死 語 」に せ ず 、ズ ル を し て い る 人 た

ち に 目 を 向 け て い く 必 要 が あ る の で は な い で し ょ う か （ 今 は も っ と 酷 く て 『 10： 10： 10： 1』

か も し れ ま せ ん (>_<)） 。  

で は 、事 務 所 だ よ

り を お 送 り し ま

す 。春 に な る の は

い い の で す が 、私

は 、確 定 申 告 と 花

粉 症 と の 戦 い で

す 。  

 

 

 ☆  お 知 ら せ （ 2026 年 2 月 の 税 務 ）  

 

期   限  項   目  

2 月 10 日  
 
1 月 分 源 泉 所 得 税 ・ 住 民 税 の 特 別 徴 収 税 額 の 納 付  

3 月 2 日  
 

1 2 月 決 算 法 人 及 び 決 算 期 の 定 め の な い 人 格 な き 社 団 等 の 確 定 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ (法 人 事 業 所 税 )・ 法 人 住 民 税 ＞  

 

3 月 、 6 月 、 9 月 、 12 月 決 算 法 人 の 3 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

法 人 の 1 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

6 月 決 算 法 人 の 中 間 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ 法 人 住 民 税 ＞ (半 期 分 ) 

 

消 費 税 の 年 税 額 が 400 万 円 超 の 3 月 、 6 月 、 9 月 決 算 法 人 の 3 月 ご と の 中 間 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

消 費 税 の 年 税 額 が 4,8 00 万 円 超 の 11 月 、 12 月 決 算 法 人 を 除 く 法 人 の 1 月 ご と の 中 間 申

告 (10 月 決 算 法 人 は 2 ヶ 月 分 ) 

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

  
 
令 和 7 年 分 贈 与 税 の 申 告 （ 申 告 期 間 ： 2 月 2 日 か ら 3 月 16 日 ま で ）  

 
令 和 7 年 分 所 得 税 の 確 定 申 告 （ 申 告 期 間 ： 2 月 16 日 か ら 3 月 16 日 ま で ）  

 
固 定 資 産 税 (都 市 計 画 税 )の 第 4 期 分 の 納 付 （ 2 月 中 に お い て 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 日 ）  

 

 

 

 ☆  税 務 調 査 の 期 間 が 長 期 化 ！   

 

中 国 税 理 士 会 調 査 研 究 部 は こ の ほ ど 、会 員 税 理 士 を 対 象 に 実 施 し た 税 務 調 査 に 関 す る ア ン ケ

ー ト の 結 果 を 公 表 し ま し た 。そ れ に よ る と 、実 地 調 査 が 1 日 で 終 わ っ た と 回 答 し た 割 合 は 全 体

の 10.4％ に と ど ま っ て い ま す 。そ の 一 方 で 、10 日 以 上 の 長 期 間 に お よ ん だ 割 合 は 12.5％ に 上
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☆  確 定 申 告 の 準 備 の お 願 い  

売 上・仕 入・必 要 経 費 等 お ま と め く だ さ い 。副 業 、不 動 産 の 譲 渡 、保 険 の 満 期・ 解

約 な ど も 確 定 申 告 が 必 要 で す 。 そ れ ぞ れ 書 類 を ご 準 備 く だ さ い 。  

・  10 月 以 降 、す で に 届 い て い る「 保 険 料 控 除 証 明 書 」「 地 震 保 険 料 控 除 証 明 書 」

「 小 規 模 企 業 共 済 掛 金 控 除 証 明 書 」  

・  年 末 や 1 月 終 わ り に 届 く「 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 」「 年 金 の 源 泉 徴 収 票 」「 国

民 健 康 保 険 や 介 護 保 険 の 年 間 支 払 通 知 （ 市 役 所 等 か ら 送 付 さ れ ま す ） 」  

・  1 月 か ら 12 月 末 に 支 払 っ た 「 医 療 費 の 領 収 書 」  

な ど 、必 要 な も の は た く さ ん あ り ま す 。（ 分 か ら な け れ ば 、と に か く 全 部 お 預 か り

さ せ て く だ さ い ） 。  

池 田 市 で マ ン ホ ー ル を 撮 っ て き ま し た 背 景 が 違 っ て い る の 分 か り ま す ？  
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り ま し た 。ア ン ケ ー ト は「 法 人 税 」「 所 得 税 」「 資 産 税 」の 3 税 目 に つ い て の 調 査 を 対 象 に 集

計 し た も の 。  

全 体 の う ち 、実 地 調 査 が 1 日 で 終 わ っ た 割 合 は 10.4％ 、2～ 3 日 は 41.9％ 、4～ 5 日 は 24.5％ 、

6～ 9 日 は 10.7％ 、10 日 以 上 は 12.5％ で し た 。そ れ ぞ れ の 割 合 を 合 算 す る と 、全 体 の 7 割 弱 は

「 2～ 5 日 」で 調 査 が 終 了 し て お り 、8 割 弱 が「 2～ 9 日 」で 終 了 、9 割 弱 が「 10 日 未 満 」で 終 了

し て い る 計 算 と な り ま す 。し か し 、1 日 で 終 わ る 割 合 よ り も 、10 日 以 上 か か る 割 合 が 上 回 っ て

お り 、 全 体 的 に み て も 税 務 調 査 が 長 引 く ケ ー ス が 増 え て い る と い え ま す 。  

税 目 別 で は 資 産 税 の 実 地 調 査 が 比 較 的 短 く 、 1 日 が 35.0％ 、 2～ 3 日 が 40.4％ な ど と な っ て

い ま す 。そ の 一 方 で 、法 人 税 の 実 地 調 査 は 長 期 化 し や す い 傾 向 に あ り 、1 日 で 済 ん だ ケ ー ス は

わ ず か 4.1％ 。 6～ 9 日 が 12.3％ 、 10 日 以 上 が 14.6％ と な っ て い ま す 。  

全 調 査 に 占 め る 申 告 是 認 割 合 は 28.6％ で し た が 、 事 前 通 知 な し の 調 査 だ け に 絞 る と 是 認 率

は 19.0％ に と ど ま り ま す 。 重 加 算 税 の 適 用 割 合 は 全 調 査 の う ち 17.1％ で 、 修 正 申 告 が あ っ た

納 税 者 を 対 象 と し た 適 用 割 合 は 23.8％ 。 重 加 算 税 を 適 用 さ れ た 税 務 調 査 の う ち 6.2％ で 税 理

士 が 「 不 満 」 を 持 っ て い た そ う で す 。  

3 税 目 全 体 の 調 査 件 数 は 2,072 件 。こ の う ち 、納 税 者 本 人 で は な く 取 引 先 な ど の 関 係 者 を 対

象 と し た「 反 面 調 査 」が 行 わ れ た ケ ー ス は 252 件 で し た 。税 務 調 査 に 対 す る 税 理 士 の 主 な 意 見

で は 、 「 調 査 期 間 が 長 い 」 （ 326 件 ） 、 「 調 査 官 の 資 質 」 （ 203 件 ） 、 「 資 料 の 収 集 （ 電 子 デ

ー タ 含 む ） 」（ 51 件 ） 、「 反 面 調 査 」（ 48 件 ） 、「 確 定 申 告 期 間 中 の 調 査 」（ 43 件 ） な ど が

問 題 点 と し て 挙 が っ た ほ か 、「 修 正 申 告 の 勧 奨 」（ 22 件 ）、「 税 理 士 を 誹 謗 中 傷 、軽 視 」（ 11

件 ） な ど を 指 摘 す る 声 も あ り ま し た 。  

 

 

 

 ☆  所 得 税 調 査  追 徴 税 額  過 去 最 高 に   

 

長 引 い て い る 調 査 の 影 響 で し ょ う か 。  

国 税 庁 は 、2024 事 務 年 度（ 2024 年 7 月 ～ 2025 年 6 月 ）の「 所 得 税 及 び 消 費 税 調 査 等 の 状 況 」

を 公 表 し ま し た 。 所 得 税 の 実 地 調 査 と 「 簡 易 な 接 触 」 を 合 わ せ た 件 数 は 73 万 6,336 件 で 前 年

度 か ら 21.7％ 増 加 し ま し た 。書 面・電 話 に よ る 連 絡 や 来 署 依 頼 に も と づ く「 簡 易 な 接 触 」が 大

幅 に 増 え た の が 要 因 で す 。調 査 に よ り 発 覚 し た 申 告 漏 れ 所 得 金 額 は 9,317 億 円 で 前 年 度 に 比 べ

6.5％ 減 少 し ま し た が 、 追 徴 税 額 は 同 2.4％ 増 の 1,431 億 円 で 過 去 最 高 を 更 新 し ま し た 。 国 税

当 局 は 「 選 定 に Ａ Ｉ を 活 用 す る な ど 、 効 率 的 か つ 的 確 に 調 査 を 行 っ た 結 果 」 と し て い ま す 。  

 

1 件 当 た り の 申 告 漏 れ 所 得 金 額 は 前 年 度 比 23％ 減 の 127 万 円 、 そ の 追 徴 税 額 は 同 17.4％ 減

の 19 万 円 。 実 地 調 査 の 件 数 は 同 1.3％ 減 の 4 万 6,896 件 で 、 こ の う ち 高 額 ・ 悪 質 な 不 正 計 算

が 見 込 ま れ る 事 案 を 対 象 に 深 度 あ る 調 査 を 行 う 「 特 別 調 査 ・ 一 般 調 査 」 が 同 1.9％ 減 の 3 万

6,404 件 、 申 告 漏 れ な ど が 見 込 ま れ る 個 人 を 対 象 に 短 期 間 で 行 う 「 着 眼 調 査 」 が 同 0.5％ 増 の

1 万 492 件 で し た 。  

 

「 簡 易 な 接 触 」は 、税 務 調 査 の 効 率 化 を 図 る 国 税 当 局 の 姿 勢 を 象 徴 的 に 示 す 調 査 手 法 と い え

ま す 。2024 年 度 の 所 得 税 調 査 で は 、実 地 調 査 の 件 数 が 微 減 し た 一 方 、「 簡 易 な 接 触 」の 件 数 は

同 23.7％ 増 の 68 万 9,440 件 で 大 き く 増 加 し ま し た 。納 税 者 と の 直 接 的 な 接 触 を 避 け て い た コ

ロ ナ 禍 に 実 地 調 査 に 代 わ る 対 応 と し て 行 わ れ る 件 数 が 増 え ま し た が 、調 査 全 体 に 占 め る 割 合 は

コ ロ ナ 禍 前 よ り 高 く 、 調 査 手 法 と し て 定 着 し た と い う の が 現 状 で す 。  

 

 

 

 ☆  下 請 ル ー ル が 激 変  新 「 振 興 基 準 」 が 令 和 8 年 施 行 へ   

 

◆  新 「 振 興 基 準 」 が 令 和 8 年 施 行 へ  

経 済 産 業 省 が 定 め た 「 受 託 中 小 企 業 振 興 基 準 」 が 、 令 和 8 年 1 月 1 日 か ら 本 格 施 行 さ れ ま

す 。こ れ は 下 請 中 小 企 業 振 興 法 に 基 づ き 、取 引 ル ー ル を 包 括 的 に 整 備 し た も の で 、発 注 内 容 の

明 確 化 、価 格 交 渉 の 義 務 化 、手 形 利 用 の 制 限 な ど 、下 請 け ビ ジ ネ ス に 関 わ る 中 小 企 業 に と っ て

極 め て 重 要 な 内 容 で す 。特 に 、大 企 業 と の 取 引 に お い て 交 渉 力 に 不 安 を 抱 え る 企 業 こ そ 、こ の

基 準 を 活 用 す る こ と で 取 引 の 「 見 え る 化 」 や 「 利 益 確 保 」 が 実 現 可 能 に な り ま す 。  

 

◆  契 約 書 が “ 盾 ” に な る 時 代  

従 来 、電 話 一 本 や 口 頭 で の 発 注 で 済 ま せ て い た 中 小 企 業 も 多 い で し ょ う 。し か し 新 基 準 で は 、

取 引 継 続 の 際 に は 基 本 契 約 を 結 ぶ こ と が 前 提 と さ れ 、納 期・価 格・支 払 方 法・仕 様 変 更 の 費 用

な ど を 事 前 に 書 面（ メ ー ル 等 含 む ）で 明 示 す る 必 要 が あ り ま す 。こ れ に よ り「 言 っ た 言 わ な い 」

の ト ラ ブ ル を 防 ぎ 、納 期 短 縮 や 発 注 変 更 に 伴 う コ ス ト も 正 当 に 請 求 で き る 道 が 開 け ま す 。契 約

書 は 交 渉 力 の 証 し で あ り 、 経 営 を 守 る 盾 に な る の で す 。  

 

◆  原 材 料 高 騰 は “ 価 格 転 嫁 ” で 対 応  

特 筆 す べ き は 、年 に 2 回（ 3 月・9 月 ）の 価 格 交 渉 促 進 月 間 の 導 入 で す 。原 材 料 費・人 件 費・

電 気 代 な ど の コ ス ト が 上 昇 し た 場 合 に は 、発 注 元 と の 価 格 交 渉 を 申 請 し 、協 議 記 録 を 残 す こ と

が 求 め ら れ ま す 。労 務 費 の 転 嫁 も 対 象 と な る た め 、最 低 賃 金 引 上 げ 後 の 価 格 改 定 が 通 り や す く

な り ま す 。今 後 、下 請 企 業 が「 物 申 す 」こ と は 権 利 と し て 明 確 化 さ れ 、「 泣 き 寝 入 り し な い 経

営 」 が 求 め ら れ ま す 。  

 

◆  下 請 け の 未 来 は 「 攻 め 」 に あ り  

こ の 新 基 準 は 単 な る ル ー ル 集 で は な く 、 「 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 構 築 宣 言 」 や 「 振 興 事 業 計 画 」

と い っ た 攻 め の 制 度 活 用 を 促 し て い ま す 。た と え ば 、複 数 社 で 連 携 し サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 川 上

に 進 出 す る「 特 定 連 携 事 業 」は 、大 企 業 依 存 か ら 脱 却 す る 実 効 性 の あ る 手 段 で す 。ま た 、Ｂ Ｃ

Ｐ（ 事 業 継 続 計 画 ）や 事 業 承 継 支 援 、電 子 受 発 注 な ど 、将 来 を 見 据 え た 中 小 企 業 の“ 経 営 力 強

化 ”を 後 押 し す る 支 援 制 度 と も 直 結 し て い ま す 。新 基 準 の 理 解 は 、下 請 け に 留 ま ら な い 未 来 戦

略 の 第 一 歩 と な り ま す 。  


